
提

出

者

五

十

嵐

文

彦

平
成
十
三
年
十
月
十
九
日
提
出

質

問

第

一

八

号

株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
に
関
す
る
質
問
主
意
書

不
良
債
権
の
早
期
抜
本
処
理
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
与
党
内
で
は
、
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
Ｒ
Ｃ
Ｃ
と
呼
ぶ
）

に
よ
る
不
良
債
権
の
買
取
価
格
を
実
勢
価
格
よ
り
高
め
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
良
債
権
の
直
接
償
却
を
促
進
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
不
良
債
権
の
買
取
価
格
を
実
勢
価
格
よ
り
高
め
に
設
定
す
れ
ば
、
将

来
、
担
保
価
格
の
さ
ら
な
る
下
落
等
に
よ
り
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
損
失
を
被
り
、
結
局
は
国
民
負
担
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、

Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
、
銀
行
法
に
定
め
る
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
実
施
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の

理
由
は
何
か
。

二

政
府
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
資
産
の
査
定
を
行
わ
せ
て

い
る
か
。
ま
た
、
実
施
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

三

Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
財
務
内
容
は
ど
の
程
度
公
表
さ
れ
て
い
る
か
。

四

Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
旧
住
宅
金
融
専
門
会
社
及
び
破
綻
金
融
機
関
か
ら
買
取
っ
た
貸
付
金
債
権
等
ま
た
は
譲
受
け
た
不
動
産
等
の
う

ち
、
事
実
上
回
収
が
困
難
で
あ
る
等
、
資
産
価
値
が
著
し
く
劣
化
し
て
い
る
も
の
は
ど
の
程
度
あ
る
か
。一



右
質
問
す
る
。

二


